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横浜文化体育館再整備事業／入札説明書等変更対照表 

書

類

名 

別 頁 1. 1.1. 1.1.1 (1) 

a (a) ⅰ 

項目名 変更前 変更後 

入

札

説

明

書 

 9 2. 2.1. 2.1.5. (1) c   

サブア

リーナ

施設 

内  容 日  程 

設計期間 平成 29 年 12 月～平成 30 年 9 月 

建設期間 平成 30 年 10 月～平成 32 年 9 月 

開館準備期間 平成 32 年 9 月～平成 32 年 10 月 

供用開始 平成 32 年 10 月下旬 

維持管理・運営期間 平成 32 年 10 月下旬～平成 51 年 3 月 

事業終了 平成 51 年 3 月末日 
 

内  容 日  程 

設計期間 平成 29 年 12 月～平成 30 年 9 月 

建設期間 平成 30 年 10 月～平成 32 年 9 月 

開館準備期間 平成 32 年 10 月～平成 32 年 10 月下旬 

供用開始 平成 32 年 10 月下旬 

維持管理・運営期間 平成 32 年 10 月～平成 51 年 3 月 

事業終了 平成 51 年 3 月末日 
 

要

求

水

準

書 

         
別紙一

覧 

別紙 12 本事業の業務実施体制図 
 

別紙 12 本事業の業務実施体制について 
 

要

求

水

準

書 

 39 3. 3.1. 3.1.3. (1) f   

統括管

理責任

者の設

置 

f 統括管理責任者及び個別業務の業務責任者との関係について

は、「別紙 12 本事業の業務実施体制図」を参照すること。 

f 統括管理責任者及び個別業務の業務責任者との関係については、

「別紙 12 本事業の業務実施体制について」を参照すること。 

要

求

水

準

書 

 44 4. 4.1. 4.1.3. (1) a   

業務責

任者の

設置 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制図」に基づき、設計業務全体

を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合わせ

て業務着手前に書面にて市に通知すること。 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制について」に基づき、設計業

務全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と

合わせて業務着手前に書面にて市に通知すること。 

要

求

水

準

書 

 47 5. 5.1. 5.1.3. (1) a   

業務責

任者の

設置 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制図」に基づき、建設業務全体

を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合わせ

て業務着手前に書面にて市に通知すること。 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制について」に基づき、建設業

務全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と

合わせて業務着手前に書面にて市に通知すること。 

要

求

水

準

書 

 49 5. 5.2. 5.2.1. (2)    
建設工

事業務 

(2)建設工事着手前業務 (2)建設工事業務 

要

求

水

準

書 

 50 5. 5.2. 5.2.1. (2) d (a)  
建設工

事 

(ｷ）建設工事完成時には施工記録を施工記録書として用意し、市の

確認を受けること。 

(ｷ）建設工事完成時に市の確認が受けられるよう、施工記録を施工

記録書として用意すること。 
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書

類

名 

別 頁 1. 1.1. 1.1.1 (1) 

a (a) ⅰ 

項目名 変更前 変更後 

要

求

水

準

書 

 55 6. 6.1. 6.1.2. (1) a   

業務責

任者の

設置 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制図」に基づき、工事監理業務

全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体制と合

わせて業務着手前に書面にて市に通知すること。 

a 「別紙 12 本事業の業務実施体制について」に基づき、工事監

理業務全体を総合的に把握し調整を行う業務責任者を定め、組織体

制と合わせて業務着手前に書面にて市に通知すること。 

要

求

水

準

書 

14         

メイン

アリー

ナ体育

器具 

【フットサル】 

フットサルサッカー用ゴール 折畳み式 セノー DJ061100 1 組 

フットサルサッカーゴール用ネット セノー DJ810000 1 対 

重りセット用重りのみ セノー DJ060M03 1 組 

重りセット用台車 セノー DJ060M04 1 台 

得点版 セノー DS9UX0110 1 台 

壁等保護材         
 

【フットサル】 

フットサルサッカー用ゴール 折畳み式 セノー DJ061100 1 組 

フットサルサッカーゴール用ネット セノー DJ810000 1 対 

重りセット用重りのみ セノー DJ060M03 1 組 

重りセット用台車 セノー DJ060M04 1 台 

壁等保護材         
 

要

求

水

準

書 

14         

メイン

アリー

ナ体育

器具 

【その他】 

多目的大型得点盤 モルテン DS999999 1 組 

電光得点表示装置 セノー DS2220 4 台 

得点板 セノー DS013000 2 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073000 20 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073100 20 台 

デジタイマー セノー DS9UX0110 8 組 

ボール入れ籠 セノー DK060000 5 台 

器具運搬車 セノー AP112000 4 台 

防球ネット セノー HA661000 1 張 

フロアーシートビニール セノー HH912300 120 枚 

フロア－シ－ト整理台 セノー HH900600 8 台 

フロアシート巻取器 セノー HH900110 10 台 

巻心アダプター セノー HH900200 120 組 

シートリフター セノー HH900400 10 組 

ポータブルステージ フジタス工業 FS-PN800 30 台 

ステップ フジタス工業 STS-600 4 台 

ステージスカート フジタス工業 NSC-8 1 式 

コアラモップハンガーＡ型（12 本掛け） セノー HT980100 2 台 

コードリール ハヤタ GT-50 6 台 

拡声器 セノー JH905400 2 台 

清掃用具（施設管理者用、施設利用者

用） 
        

 

【その他】 

多

目

的

大

型

得

点

盤 

有線式 FP 表示ユニット モルテン FPDP65 2 台 

FP フロアスタンド モルテン FPFS65 2 台 

FP 防球板 モルテン FPCS65 2 台 

FP 操作ユニット（有線式） モルテン FPNP 1 台 

LAN ケーブル モルテン LAN80 2 本 

ケーブルリール モルテン CL100 2 台 

大音量ホーン モルテン EP30PDS 1 台 

タイマー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-14 1 台 

得点用リモコンスイッチ モルテン UC0038-12 1 台 

コールブザー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-13 1 台 

柔道用リモコンスイッチ モルテン UC0038-15 1 台 

電光得点表示装置 セノー DS2220 4 台 

得点板 セノー DS013000 2 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073000 20 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073100 20 台 

デジタイマー セノー DS9UX0110 8 組 

ボール入れ籠 セノー DK060000 5 台 

器具運搬車 セノー AP112000 4 台 

防球ネット セノー HA661000 1 張 

フロアーシートビニール セノー HH912300 120 枚 

フロア－シ－ト整理台 セノー HH900600 8 台 

フロアシート巻取器 セノー HH900110 10 台 

巻心アダプター セノー HH900200 120 組 

シートリフター セノー HH900400 10 組 

ポータブルステージ フジタス工業 FS-PN800 30 台 

ステップ フジタス工業 STS-600 4 台 

ステージスカート フジタス工業 NSC-8 1 式 

コアラモップハンガーＡ型（12 本掛け） セノー HT980100 2 台 

コードリール ハヤタ GT-50 6 台 

拡声器 セノー JH905400 2 台 

清掃用具（施設管理者用、施設利用者用）         
 

要

求

水

準

書 

14         

サブ・

武道場

体育器

具 

【フットサル】 

フットサルサッカー用ゴール 折畳み式 セノー DJ061100 1 組 

フットサルサッカーゴール用ネット セノー DJ810000 1 対 

重りセット用重りのみ セノー DJ060M03 1 組 

重りセット用台車 セノー DJ060M04 1 台 

得点版 セノー DS9UX0110 1 台 

壁等保護材     
 

【フットサル】 

フットサルサッカー用ゴール 折畳み式 セノー DJ061100 1 組 

フットサルサッカーゴール用ネット セノー DJ810000 1 対 

重りセット用重りのみ セノー DJ060M03 1 組 

重りセット用台車 セノー DJ060M04 1 台 

壁等保護材         
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書

類

名 

別 頁 1. 1.1. 1.1.1 (1) 

a (a) ⅰ 

項目名 変更前 変更後 

要

求

水

準

書 

14         

サブ・

武道場

体育器

具 

【その他】 

多目的大型得点盤 モルテン DS999999 1 組 

電光得点表示装置 セノー DS2220 4 台 

得点板 セノー DS013000 2 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073000 20 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073100 20 台 

デジタイマー セノー DS9UX0110 10 組 

ボール入れ籠 セノー DK060000 5 台 

器具運搬車 セノー AP112000 4 台 

防球ネット セノー HA661000 2 張 

フロアーシートビニール セノー HH912300 120 枚 

フロア－シ－ト整理台 セノー HH900600 8 台 

フロアシート巻取器 セノー HH900110 10 台 

巻心アダプター セノー HH900200 120 組 

シートリフター セノー HH900400 10 組 

ポータブルステージ フジタス工業 FS-PN800 30 台 

ステップ フジタス工業 STS-600 4 台 

ステージスカート フジタス工業 NSC-8 1 式 

システムカウンター セノー DS9UX0110 2 台 

巻尺カスタム セノー LF9800 1 個 

コアラモップハンガーＡ型（12 本掛け） セノー HT980100 2 台 

コードリール ハヤタ GT-50 6 台 

拡声器 セノー JH9050 2 台 

清掃用具（施設管理者用、施設利用者

用） 
       

 

【その他】 

多

目

的

大

型

得

点

盤 

有線式 FP 表示ユニット モルテン FPDP65 2 台 

FP フロアスタンド モルテン FPFS65 2 台 

FP 防球板 モルテン FPCS65 2 台 

FP 操作ユニット（有線式） モルテン FPNP 1 台 

LAN ケーブル モルテン LAN80 2 本 

ケーブルリール モルテン CL100 2 台 

大音量ホーン モルテン EP30PDS 1 台 

タイマー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-14 1 台 

得点用リモコンスイッチ モルテン UC0038-12 1 台 

コールブザー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-13 1 台 

柔道用リモコンスイッチ モルテン UC0038-15 1 台 

電光得点表示装置 セノー DS2220 4 台 

得点板 セノー DS013000 2 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073000 20 台 

得点板 多種目兼用型 セノー DS073100 20 台 

デジタイマー セノー DS9UX0110 10 組 

ボール入れ籠 セノー DK060000 5 台 

器具運搬車 セノー AP112000 4 台 

防球ネット セノー HA661000 2 張 

フロアーシートビニール セノー HH912300 120 枚 

フロア－シ－ト整理台 セノー HH900600 8 台 

フロアシート巻取器 セノー HH900110 10 台 

巻心アダプター セノー HH900200 120 組 

シートリフター セノー HH900400 10 組 

ポータブルステージ フジタス工業 FS-PN800 30 台 

ステップ フジタス工業 STS-600 4 台 

ステージスカート フジタス工業 NSC-8 1 式 

システムカウンター セノー DS9UX0110 2 台 

巻尺カスタム セノー LF9800 1 個 

コアラモップハンガーＡ型（12 本掛け） セノー HT980100 2 台 

コードリール ハヤタ GT-50 6 台 

拡声器 セノー JH9050 2 台 

清掃用具（施設管理者用、施設利用者

用） 
       

 

要

求

水

準

書 

14         

サブ・

武道場

体育器

具 

【その他】 

多目的大型得点盤 セノー DS999999 4 組 

デジタイマー セノー DS9UX0110 4 組 

器具運搬車 セノー AP112000 2 台 

【その他】 
清掃用具（施設管理者用、施設利用者

用） 
        

 

【その他】 

多

目

的

大

型

得

点

盤 

有線式 FP 表示ユニット モルテン FPDP65 8 台 

FP フロアスタンド モルテン FPFS65 8 台 

FP 防球板 モルテン FPCS65 8 台 

FP 操作ユニット（有線式） モルテン FPNP 4 台 

LAN ケーブル モルテン LAN80 8 本 

ケーブルリール モルテン CL100 8 台 

大音量ホーン モルテン EP30PDS 4 台 

タイマー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-14 4 台 

得点用リモコンスイッチ モルテン UC0038-12 4 台 

コールブザー用リモコンスイッチ モルテン UC0038-13 4 台 

柔道用リモコンスイッチ モルテン UC0038-15 4 台 

デジタイマー セノー DS9UX0110 4 組 

器具運搬車 セノー AP112000 2 台 

清掃用具（施設管理者用、施設利用者

用） 
        

 



4 

書

類

名 

別 頁 1. 1.1. 1.1.1 (1) 

a (a) ⅰ 

項目名 変更前 変更後 

モ

ニ

タ

リ

ン

グ

基

本

計

画 

 11 3. 3.1. 3.1.2.     

書類に

よる確

認 

 提出書類 提出時期 

① 統括管理責任者届（変更届） 

（維持管理・運営段階） 

統括管理業務の開始の 30 日前ま

で 

（変更届は必要に応じて随時） 

② 
年度管理計画書 統括管理業務の開始の 30 日前ま

で 

③ 年度管理報告書 

 

各事業年度終了後 5月末日まで 

ただし、安定した施設運営や適切

かつ円滑な業務執行等に影響を

及ぼすおそれのあることが判明

した場合は速やかに報告するこ

と。 

④ 個別業務責任者届（変更届） 個別業務開始前まで 

（変更届は必要に応じて随時） 

⑤ 会社法上要求される計算書類、事業報告、

附属明細書、監査報告、会計監査報告及

びキャッシュフロー計算書 

（PFI 事業者が民間収益事業者として民

間収益事業を実施する場合は、会社全体

に係る内容の他、PFI事業のみの内訳を明

示すること。） 

各事業年度終了後 5月末日まで 

⑥ その他市が必要とする書類 随時 
 

 提出書類 提出時期 

① 統括管理責任者届（変更届） 

（維持管理・運営段階） 

統括管理業務の開始の 30 日前ま

で 

（変更届は必要に応じて随時） 

② 
年度管理計画書 統括管理業務の開始の 30 日前ま

で 

③ 年度管理報告書 

 

各事業年度終了後 5月末日まで 

ただし、安定した施設運営や適切

かつ円滑な業務執行等に影響を

及ぼすおそれのあることが判明

した場合は速やかに報告するこ

と。 

④ 個別業務責任者届（変更届） 個別業務開始前まで 

（変更届は必要に応じて随時） 

⑤ 会社法上要求される計算書類、事業報告、

附属明細書、監査報告、会計監査報告及

びキャッシュフロー計算書 

（PFI 事業者が民間収益事業者として民

間収益事業を実施する場合は、会社全体

に係る内容の他、PFI事業のみの内訳を明

示すること。） 

各事業年度終了後 6月末日まで 

⑥ その他市が必要とする書類 随時 
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横浜文化体育館再整備事業／協定書・契約書変更対照表 

資料名 別 頁 第 1 条 1 (1) a 項目名 変更前 変更後 

事業契約

書（案） 
 33 第 83 条 2   違約金等 

２  ＰＦＩ事業者は、第 80 条の規定に基づきこの契約が解

除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる額を違約金として市が指定する期限までに、市に支払

わなければならない。  

（１） 本施設全ての引渡し前に解除された場合 

設計・建設の対価の総額（ただし、消費税を含み支払利息相

当額を除く。）の 100 分の 10 に相当する額 

（２） 本施設全ての引渡し後に解除された場合 

当該解除された日が属する事業年度に支払われるべき維持管

理等の対価（消費税を含む。第 69 条の規定によりサービス対

価が改定された場合には、改定後の金額とする。）の総額の 100

分の 10 に相当する額 

２  ＰＦＩ事業者は、第 80 条の規定に基づきこの契約が解

除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に

掲げる額を違約金として市が指定する期限までに、市に支払

わなければならない。 

（１） 本施設全ての引渡し前に解除された場合 

設計・建設の対価の総額（ただし、消費税を含み支払利息相

当額を除く。）の 100 分の 10 に相当する額 

（２） サブアリーナ施設の引渡し後、メインアリーナ施設

の引渡し前に解除された場合 

・メインアリーナ施設割賦支払施設整備費（サービス対価Ａ

－１）の総額（ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。）

の 100 分の 10 に相当する額 

・当該解除された日が属する事業年度に支払われるべきサブ

アリーナ施設の維持管理・運営業務に係る対価（サービス対

価Ｂ－２）及びサブアリーナ施設の修繕業務に係る対価（サ

ービス対価Ｃ－２）（消費税を含む。第 69 条の規定によりサ

ービス対価が改定された場合には、改定後の金額とする。）の

総額の 100 分の 10 に相当する額 

（３） 本施設全ての引渡し後に解除された場合 

当該解除された日が属する事業年度に支払われるべき維持管

理等の対価（消費税を含む。第 69 条の規定によりサービス対

価が改定された場合には、改定後の金額とする。）の総額の 100

分の 10 に相当する額 

事業契約

書（案） 
 34 第 83 条 3   違約金等 

３  前項第１号に掲げる場合において、市は、受領した履

行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当することがで

きる。充当後、なお不足があるときは、ＰＦＩ事業者は速や

かに不足する金額を市に支払わなければならない。 

３  前項第１号又は第２号に掲げる場合において、市は、

受領した履行保証保険契約の保険金をもって違約金に充当す

ることができる。充当後、なお不足があるときは、ＰＦＩ事

業者は速やかに不足する金額を市に支払わなければならな

い。 

事業契約

書（案） 
7 57     

サービス対価Ｂ

－１の算定方法 

平成 35 年度第４四半期から平成 50 年度第４四半期の各四半

期を対象とするサービス対価Ｂ－１は、ＰＦＩ事業者により

提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、平成 36

年度第 1 四半期以降の各四半期のサービス対価Ｂ－１は同額

とする。 

平成 35 年度第４四半期から平成 50 年度第４四半期の各四半

期を対象とするサービス対価Ｂ－１は、ＰＦＩ事業者により

提案された各四半期に必要となる額を支払う。なお、平成 36

年度第 1 四半期以降の各四半期のサービス対価Ｂ－１は同額

とする。ただし、供用開始後の収入見込みを踏まえ、供用開

始から５年間に限り、合理的な範囲において事業者の提案に

より６年目以降のサービス対価より高く設定することを認め

る。 

 


